
様式１

（財務部）

契約担当課 件名 契約年月日
契約の相手方の
所在地及び名称

契約金額
（単位：円）

地方自治
法施行令
第167条の
2第1項中
の号

随意契約の理由

1 財政課

統合税務システム改
修業務委託（低所得
者支援及び定額減税
補足給付金対象者
（定額減税補足給付）
抽出対応）

令和6年7月8日

大分市東春日町１７－
１９
日本電気株式会社大分
支店

2,400,337 ２号

本委託は、デフレ完全脱却のための総合経済対策と
して行われる、主に定額減税補足給付金の対応とし
て、統合税務システムの改修業務を行うものである。
本委託における統合税務システムについては、既存
のソフトウェアの変更を行う必要があるが、このソフト
ウェアの設計・開発に係る情報は、システム開発業者
が独自に開発したもので、開発業者以外には公開さ
れていないプログラムで構成されており、他者は当該
ソフトウェアに係る知識や情報、ノウハウを有していな
い。したがって、業務の履行が可能な者は、当システ
ムを設計・開発し、プログラム作成を行った業者であ
る日本電気株式会社に限られる。

2 財政課

大分市低所得者支援
給付金確認書等作成
及び封入封緘作業委
託

令和6年7月17日
大分市東春日町１７－
５７
株式会社オーイーシー

2,838,000 ７号

本委託は、令和５年１１月２日に閣議決定され、令和５
年１１月２９日に国の補正予算で成立した「デフレ完全
脱却のための総合経済対策」の物価高対策として行
われる令和６年度大分市低所得者支援給付金（非課
税・こども加算及び均等割のみ課税・こども加算）の対
応について、確認書等の印刷及び封入緘作業を行う
ものである。
本事業は「令和５年度大分市電力・ガス・食料品等価
格高騰重点支援給付金」として令和５年度住民税非
課税世帯及び均等割のみ課税世帯に対し、１世帯に
つき合計１０万円の給付を行い、以上の世帯の１８歳
以下のこども１人当たり５万円給付を行ってきた。令和
６年度大分市定額減税補足給付金についても前回と
同一事業であり、確認書等の様式もほぼ同一である。
よって、前回の版を有している株式会社オーイーシー
が最も安価に印刷できると思われる。
以上のことから、地方自治法施行令第１６７条の２第１
項第７号により随意契約とし、下記のとおり契約業者
を決定いたしたい。
大分市東春日町１７番５７号
㈱オーイーシー

3 財政課

大分市定額減税補足
給付金（調整給付）確
認書等作成及び封入
封緘作業委託

令和6年7月17日
大分市東春日町１７－
５７
株式会社オーイーシー

7,150,000 ７号

令和５年１１月２日に閣議決定され、令和５年１１月２
９日に国の補正予算で成立した「デフレ完全脱却のた
めの総合経済対策」の物価高対策の一環として、定
額減税（令和６年分の所得税から３万円・令和６年度
分の個人住民税所得割から１万円）が行われる。
本委託は、その際に減税しきれないと見込まれる納税
義務者に対して、当該定額減税しきれない額を１万円
単位で切り上げて算定し給付する「令和６年度大分市
定額減税補足給付金（調整給付）」の対応として、確
認書等の印刷及び封入緘作業を行うものである。
　本事業は令和５年度住民税非課税世帯及び均等割
のみ課税世帯に対して行った「令和５年度大分市電
力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金」と同一
事業であり、確認書等の様式もほぼ同一である。よっ
て、前回の版を有している株式会社オーイーシーが最
も安価に印刷できると思われる。
以上のことから、地方自治法施行令第１６７条の２第１
項第７号により随意契約とし、下記のとおり契約業者
を決定いたしたい。

4 財政課

低所得者支援及び定
額減税補足給付金管
理システム改修・保
守業務委託

令和6年8月1日
大分市金池町3-3-1
株式会社エイビス

14,410,000 ２号

本業務委託は、デフレ完全脱却のための総合経済対
策として行われる低所得者支援及び定額減税補足給
付金の対応として、令和６年度課税情報等を活用した
給付金の支給を円滑に行うため、住民税非課税世帯
等臨時特別給付金管理システムを使用し保守・改修
することを目的とする。
同システムは令和６年６月までに行われた令和５年度
住民税非課税世帯に１世帯７万円、令和５年度住民
税均等割のみ課税世帯に１０万円を給付、これらの世
帯の１８歳以下の児童１人当たり５万円を給付する際
に、令和６年３月に株式会社エイビスに発注している。
今回の給付は令和６年度新たに非課税世帯となった
世帯に１０万円支給し、令和６年度新たに均等割のみ
課税世帯に１０万円、非課税世帯および均等割のみ
課税世帯の１８歳以下の児童１人当たり５万円の給付
を行う形となっており、前回の事業と同様の内容に
なっている。これに加えて、定額減税しきれない額の
給付を行う調整給付を行うことになったが、同システ
ムの改修により対応可能となっている。また、同シス
テムについて他者は当該ソフトウェアに係る知識や情
報、ノウハウを有していない。そのため、本委託の履
行が可能な者は当該システムを設計・開発し、プログ
ラム作成を行った株式会社エイビスに限られる。

5 財政課

大分市定額減税補足
給付金（調整給付）確
認書等再度お知らせ
作成及び封入封緘作
業委託

令和6年9月30日
大分市東春日町１７－
５７
株式会社オーイーシー

2,444,200 ７号

本委託は、現在行っている令和６年度大分市定額減
税補足給付金（調整給付）について、未だ返信等のな
い対象者に対して、再度確認書等の印刷及び封入緘
作業を行うものである。
本事業は上記内容のとおり令和６年度大分市定額減
税補足給付金（調整給付）の対象者のうち未だ返信等
のない者に対して確認書等を再度発行するものであ
り、様式は現行のものと同一である。よって、現行の
版を有している株式会社オーイーシーが最も安価に
印刷できると思われる。
以上のことから、地方自治法施行令第１６７条の２第１
項第７号により随意契約とし、下記のとおり契約業者
を決定いたしたい。
大分市東春日町１７番５７号
㈱オーイーシー

随意契約の契約状況表
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6 財政課

大分市低所得者支援
給付金確認書等再度
お知らせ作成及び封
入封緘作業委託

令和6年9月30日
大分市東春日町１７－
５７
株式会社オーイーシー

1,376,397 ７号

本委託は、現在行っている令和６年度大分市低所得
者支援給付金（非課税・こども加算及び均等割のみ課
税・こども加算）について、未だ返信等のない世帯に
対して、再度確認書等の印刷及び封入緘作業を行う
ものである。
本事業は上記内容のとおり令和６年度大分市低所得
者支援給付金（非課税・こども加算及び均等割のみ課
税・こども加算）の対象世帯のうち未だ返信等のない
世帯に対して確認書等を再度発行するものであり、様
式は現行のものと同一である。よって、現行の版を有
している株式会社オーイーシーが最も安価に印刷でき
ると思われる。
以上のことから、地方自治法施行令第１６７条の２第１
項第７号により随意契約とし、下記のとおり契約業者
を決定いたしたい。
大分市東春日町１７番５７号
㈱オーイーシー


